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◎
そ
れ
ぞ
れ
の
税
に
は
、所
得
額

な
ど
に
応
じ
て
、減
免
や
軽
減

措
置
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、６
月
15

日
に
配
布
い
た
し
ま
す
、「
納
税
通

知
書
」「
固
定
資
産
課
税
明
細
書
」

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

お
尋
ね
や
ご
不
明
な
点
な
ど

あ
り
ま
し
た
ら
、税
務
課（
☎
52
・

５
８
５
３
）ま
で
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　『
税
』に
は
、大
き
く
分
け
る

と
所
得
税
な
ど
の
国
税
と
、町

税
な
ど
の
地
方
税
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、私
た
ち
の
暮
ら

し
と
関
係
の
深
い
町
税
と
し
て
、

「
町
・
県
民
税
」「
固
定
資
産
税
」

「
軽
自
動
車
税
」「
国
民
健
康

保
険
税
」に
つ
い
て
説
明
し
ま

す
。

納
　
期

　

氷
川
町
で
は
、集
合
徴
収
方
式

に
よ
り「
町
・
県
民
税
」「
固
定
資
産

税
」「
国
民
健
康
保
険
税
」を
合
算

し
て
徴
収
し
て
い
ま
す
。

　

６
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
の
10

回
徴
収
で
、毎
月
の
末
日(

12
月
は

25
日
）が
納
期
と
な
り
ま
す
。

【
納
め
る
人
】

毎
年
、１
月
１
日
現
在
で

・
町
内
に
住
所
が
あ
る
人

・
町
内
に
事
務
所
・
事
業
所
ま
た
は

家
屋
敷
を
所
有
す
る
人
で
、町

内
に
住
所
が
な
い
人（
均
等
割
）

　

税
は
、行
政
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
上

で
、欠
か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、納
め

て
い
た
だ
い
て
は
じ
め
て
使
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

納
期
内
に
自
主
的
に
納
付
し
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

納
税
は
、「
義
務
」で
あ
り
、公
平

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。町
民

サ
ー
ビ
ス
を
確
実
に
実
行
す
る
た

　

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
、ど
う
し
て

も
納
期
限
ま
で
に
町
税
を
納
め
ら

れ
な
い
場
合
に
は
、お
早
め
に
税
務

課 

徴
収
係（
☎
52
・
５
８
５
３
）ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

督
促
状
や
催
告
書
を
放
置
す
る

と
、納
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ
た
方

　

集
合
税（
町
県
民
税
・
固
定
資
産

税
・
国
民
健
康
保
険
税
）・
軽
自
動

【
納
め
る
人
】

　

毎
年
、１
月
１
日
現
在
で
次
の

も
の
を
所
有
し
て
い
る
人

・
土　

地

・
家　

屋（
建　

物
）

・
償
却
資
産（
会
社
や
個
人
で
工

場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い

る
人
が
、そ
の
事
業
の
た
め
に
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
機
械
・
器

具
・
備
品
な
ど
）

【
納
め
る
人
】

　

毎
年
、４
月
１
日
現

在
で
次
の
も
の
を
所
有

し
て
い
る
人

・
原
動
機
付
自
転
車

・
軽
自
動
車

・
小
型
特
殊
自
動
車

・
二
輪
小
型
自
動
車

【
納
め
る
人
】

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
者

が
い
る
世
帯
の
世
帯
主

※
国
民
健
康
保
険
で
は
、世
帯

ご
と
の
加
入
と
な
る
た
め
、

世
帯
主
が
別
の
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
て
も
、世
帯

員
の
誰
か
が
国
民
健
康
保

険
に
加
入
し
て
い
れ
ば
、世

帯
主
が
納
税
義
務
者
に
な

り
ま
す
。こ
の
場
合
、税
金

は
加
入
者
分
の
み
で
す
。

町
・
県
民
税

町
税
の
納
期
内
納
付
に

ご
協
力
を
！

納
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
と・・・

滞
納
を
放
置
す
る
と

ど
う
し
て
も
納
期
内
に
納
め
ら

れ
な
い
場
合
は
必
ず
相
談
を

町
税
や
使
用
料
の
納
付
は
、便
利

な
口
座
振
替
を
お
勧
め
し
ま
す

固
定
資
産
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康
保
険
税

ど
ん
な
税
が
あ
る
の
?

車　種 排気量など 税　額

原動機付自転車

50cc 以下 1,000 円
90cc 以下 1,200 円
125cc 以下 1,600 円
ミニカー 2,500 円

軽自動車

四
輪
車

貨物自家用 4,000 円
乗用自家用 7,200 円
貨物営業用 3,000 円
乗用営業用 5,500 円

二輪（250cc 以下） 2,400 円

小型特殊自動車
農業作業用 1,600 円
その他のもの 4,700 円

二輪小型自動車 250cc 超 4,000 円

医　療 介　護 支　援
所得割（※1） 6.40% 1.40% 1.80%
資産割（※2） 28.00% 7.00% 8.00%
均等割（※3） 20,700円 7,100円 6,500円
平等割（※4） 26,100円 5,200円 6,200円
賦課限度額（※5） 510,000円 120,000円 140,000円

【税率】

【税率】

※1　所得割………加入者の所得に対して
※2　資産割………加入者の資産税に対して
※3　均等割………加入者１人に対して
※4　平等割………１世帯に対して
※5　賦課限度額…１世帯あたりの課税上限額

【
税
率
】

・
所
得
割
10
パ
ー
セ
ン
ト

・
均
等
割
４
５
０
０
円

【
所
得
割
の
計
算
方
法
】

　

課
税
所
得
金
額（
所
得
金
額
―

所
得
控
除
額
）×
税
率（
10
パ
ー
セ

ン
ト
）―
調
整
控
除

※
退
職
所
得
・
譲
渡
所
得
な
ど
は

計
算
方
法
が
異
な
り
ま
す
。

特集

【
税
率
】

・
１
・
４
パ
ー
セ
ン
ト

【
税
額
の
計
算
方
法
】

　

課
税
標
準
額
×
税
率（
１
・
４

パ
ー
セ
ン
ト
）

※
課
税
標
準
額
は
、固
定
資
産
を

評
価
し
、そ
の
価
格
を
決
定
後
、

そ
の
価
格
を
も
と
に
算
定
さ
れ

ま
す
。詳
し
く
は
、６
月
15
日
に

配
布
し
ま
す「
固
定
資
産
課
税

明
細
書
」で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

おねがい

加入、喪失の手続は14日以内に！！

家屋の新築・増築・取り壊しを行ったら届け出を

廃車・譲渡・転出・紛失などしたときは届け出を

車
税
・
町
営
住
宅
使
用
料
・
介
護
保

険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

保
育
料
・
養
護
老
人
ホ
ー
ム
入
所

者
負
担
金
・
下
水
道
使
用
料
・
下
水

道
受
益
者
分
担
金
の
納
付
に
つ
き

ま
し
て
は
、口
座
振
替（
自
動
払
込
）

が
で
き
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
い
た
だ
き

ま
す
と
、預
貯
金
口
座
か
ら
自
動
的

に
引
き
落
と
さ
れ
ま
す
の
で
、納
め

忘
れ
が
な
く
な
り
、納
付
の
手
間
が

省
け
ま
す
。

　

ま
た
、集
合
税
に
つ
き
ま
し
て
は

口
座
振
替
に
よ
る
前
納（
一
括
納

付
）も
で
き
ま
す
。

　

ご
希
望
の
方
は
税
務
課
ま
で
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

　就職や退職などによる国民健康保険の加入や脱退
は、できるだけ早めに届け出をお願いします。
　国保加入の届け出が遅れた場合でも、資格を得た月
まで遡って保険税を納めることとなります。逆に職場の
健康保険加入後、国民健康保険証を使って受診をした
場合、国民健康保険負担分の医療費を返還していただ
くことになります。また、保険税を二重に支払ってしまう
場合があります。

　住宅や車庫、倉庫などの建物を新築・増築、または取
り壊された場合は税務課まで届出を行ってください。
　取り壊しを行った家屋については、届け出を怠ります
と、実際は建物がないのに課税されることになります。

　軽自動車やバイクなどの所有者は、次のような場合
は手続きが必要です。
①軽自動車やバイクなど売ったり譲ったりしたとき
②廃車したとき
③盗難に遭ったとき（警察への届け出も必要）
④ほかの市町村へ転出したとき
　また、軽自動車やバイクなどの所有者になったとき
は、登録手続きが必要です。
　廃車や売却をしたとき、所有者（納税義務者）が町外
へ転出したときなどは、30日以内に手続きが必要です。

滞納処分の流れ

１．納税通知書の送付

２．督促状の送付
　納期限から20日以
　内に送付します。

３．財産調査・捜索
　勤務先や預金、不動産などを調査します。

４．財産の差押
　調査により財産が見つか
　れば差し押さえます。

５．公　売
　差し押さえた財産を売却します。

６．町税に充当

▶タイヤロック

ひかりん

　

な
お
、一
度
手
続
き
を
さ
れ
た
方

の
申
請
は
、変
更
や
廃
止
の
場
合
を

除
き
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

め
に
厳
正
な
滞
納
処
分
を
行
っ

て
い
ま
す
。

と
の
公
平
を
保
つ
た
め
に
、「
延
滞

金
」が
発
生
し
ま
す
。

　

こ
の
延
滞
金
は
、納
期
限
の
翌
日

か
ら
計
算
が
始
ま
り
、納
税
者
の
方

は
、本
来
の
税
に
加
え
、延
滞
金
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

延
滞
金
は
、法
律
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
て
お
り
、年
率
は
14
・
６
パ
ー

セ
ン
ト（
た
だ
し
、納
期
限
か
ら
１

か
月
を
経
過
す
る
ま
で
は
、年
率

４
・
３
パ
ー
セ
ン
ト
）で
す
。


